
○
逓
信
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１
３

　

郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
七
、
一
、
二
九

　
五
七
、
四
、
八

受
　
　
　
　
領

五
七
、
四
、
八

　
　
（
予
）

五
七
、
四
、
一
三

可
　
　
決

五
七
、
四
、
一
四

可
　
　
決

五
七
、
一
、
二
九

五
七
、
四
、
七

可
　
　
決

五
七
、
四
、
八

可
　
　
決

5
２

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
、
九

　
　
　
　
四
、
二
三

受
　
　
　
領

四
、
一

（
予
）

　
　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

　
　
　
五
、
一
二

可
　
　
決

三
、
九

　
　
　
四
、
二
二

可
　
　
決

　
　
四
、
二
三

可
　
　
決

7
4

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
、
二
六

　
　
　
四
、
、
二
三

受
　
　
　
領

四
、
一

（
予
）

　
　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

　
　
　
五
、
一
二

可
　
　
決

三
、
二
六

　
　
四
、
二
二

可
　
　
決

　
　
四
、
二
三

可
　
　
決

国
会
の
承
認
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
承
認
を
求
め
る
の
件

五
七
、
二
、
一
〇

　
五
七
、
三
、
二
六

受
　
　
　
領

五
七
、
三
、
二
〇

　
　
（
予
）

五
七
、
三
、
三
〇

承
　
　
認

五
七
、
三
、
三
一

承
　
　
認

五
七
、
三
、
九

五
七
、
三
、
二
四

承
　
　
認

五
七
、
三
、
二
六

承
　
　
認



Ｎ
Ｈ
Ｋ
決
算
（
二
件
）

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
四
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書

　
　
　
五
六
、
三
、
一
六

（
第
九
十
四
回
国
会
）

五
六
、
一
二
、
二
一

五
七
、
五
、
一
三

議
　
　
決

　
五
七
、
五
、
一
四

議
　
　
決

衆
議
院
は
第
九
十
五
回

国
会
に
お
い
て
議
決
し

た
。

日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
五
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書

五
七
、
三
、
一
七

五
七
、
三
、
一
七

五
七
、
三
、
一
七

郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号
）
（
衆
議
院

送
付
）

五
七
、
　
一
、
二
九
　
内
閣
提
出

四
、
　
八
　
衆
可
決

四
、
一
四
　
参
可
決

要
旨　

本
法
律
案
は
、
郵
便
貯
金
の
預
金
者
の
利
益
の
増
進
を
図
る
た
め
、

預
金
者
貸
付
制
度
の
預
金
者
一
人
に
対
す
る
貸
付
金
の
限
度
額
を
現

行
の
七
十
万
円
か
ら
百
万
円
に
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る



法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結

果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
郵
便
貯
金
の
預
金
者
の
利
益
の
増
進
を
図
る
た
め
、

預
金
者
貸
付
制
度
に
お
け
る
預
金
者
一
人
に
対
す
る
貸
付
金
の
限
度

額
を
現
行
の
七
十
万
円
か
ら
百
万
円
に
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
預
金
者
貸
付
制
度
の
一
層
の
改
善
方

策
、
郵
貯
資
金
自
主
運
用
の
必
要
性
、
郵
貯
不
振
の
原
因
と
今
後
の

増
強
対
策
、
郵
貯
事
業
の
経
理
内
容
の
明
確
化
等
の
諸
問
題
に
つ
い

て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り

た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
二
号
）
（
衆
議
院
送

付
）

五
七
、
　
三
、
　
九
　
内
閣
提
出

四
、
二
三
　
衆
可
決

五
、
一
二
　
参
可
決

要
旨　

本
案
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
実
用
化
す
る
た
め
に
必
要

な
規
定
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
外
国
人
等
の
取
得
し
た
放
送
会

社
の
株
式
の
取
扱
い
の
特
例
措
置
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
放
送
法
の
一
部
改
正

　
１
　
日
本
放
送
協
会
の
業
務
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
及

　
　
び
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
等
を
加
え
る
こ
と
。

　
２
　
日
本
放
送
協
会
は
、
郵
政
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
収
支
予

　
　
算
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
協
会
の
業
務
に
密
接
に
関

　
　
連
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

　
　
と
す
る
こ
と
。

　
３
　
株
式
を
上
場
し
て
い
る
一
般
放
送
事
業
者
は
、
外
国
人
等
が

　
　
そ
の
議
決
権
の
五
分
の
一
以
上
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

　
　
当
該
外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
名
義
書
換
を
拒
む
こ
と
が

　
　
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
４
　
日
本
放
送
協
会
及
び
一
般
放
送
事
業
者
は
、
地
震
等
の
災
害

　
　
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

　
　
予
防
又
は
被
害
の
軽
減
に
役
立
つ
放
送
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



二
、
電
波
法
の
一
部
改
正

　
　
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
が
効
力
を
失
つ
た

　
と
き
は
、
そ
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
電
波
に
重
畳
し
て
テ
レ
ビ

　
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
も
効
力
を
失
う
も
の
と

　
す
る
こ
と
。

三
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
一
部
改
正

　
　
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
は
、
郵
政
大
臣
の
指
定
す
る

　
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
難
視
聴
区
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
区
域
に

　
係
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
も
義
務
的
に
再
送
信
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委

員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
国
民
の
多
様

な
情
報
に
対
す
る
要
望
に
こ
た
え
て
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
実

用
化
す
る
た
め
、
日
本
放
送
協
会
の
業
務
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多

重
放
送
及
び
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
等
を
加
え
る
と
と
も
に
、

協
会
は
そ
の
業
務
に
密
接
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う
者
に
出
資
で
き

る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
外
国
人
等
に
よ
り
放
送
会
社
の
株
式
取
得
の

結
果
、
当
該
放
送
局
の
免
許
が
取
り
消
さ
れ
る
と
い
う
不
測
の
事
態

を
防
ぐ
た
め
、
株
式
を
上
場
し
て
い
る
放
送
会
社
等
は
、
外
国
人
等

の
株
式
取
得
に
よ
り
放
送
局
の
免
許
の
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
と
き
は
、
当
該
外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
名
義
書
き
か

え
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
一
九
七
八
年
の

船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条

約
の
発
効
に
備
え
る
た
め
、
一
定
の
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
操
作
に

つ
い
て
は
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
を
受
け
て
い
る
無
線
従
事
者

で
な
け
れ
ば
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
等
と
す
る
と
と
も
に
、
わ
が

国
の
在
外
公
館
に
無
線
局
設
置
の
道
を
開
く
た
め
、
相
互
主
義
を
前

提
に
在
日
外
国
公
館
に
無
線
局
の
設
置
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、

行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
と
国
民
の
利
便
を
図
る
た
め
、
市
民
ラ
ジ

オ
の
無
線
局
の
開
設
に
つ
い
て
は
、
技
術
基
準
適
合
性
を
確
保
し
た

上
で
免
許
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
二
法
案
を
便
宜
一
括
し
て
審
査

し
、
マ
ス
コ
ミ
の
集
中
排
除
等
多
重
放
送
の
実
施
方
針
、
文
字
多
重

放
送
に
関
す
る
標
準
方
式
、
放
送
会
社
の
外
国
人
等
の
持
ち
株
制
限
、



外
国
公
館
の
無
線
局
開
設
の
監
理
方
針
、
災
害
放
送
の
義
務
化
を
め

ぐ
る
問
題
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
佐
藤
委
員
よ
り
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に

反
対
の
旨
の
発
言
が
あ
り
、
次
い
で
、
順
次
採
決
の
結
果
、
放
送
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
多
数
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
、
前
田
理

事
よ
り
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
放
送

の
多
様
性
、
地
域
性
を
確
保
し
得
る
よ
う
、
第
三
者
利
用
の
事
業
主

体
に
つ
い
て
適
切
に
配
意
す
る
こ
と
な
ど
二
項
目
か
ら
成
る
各
派
共

同
提
案
の
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
当
委
員

会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、
　
三
、
二
六
　
内
閣
提
出

四
、
二
三
　
衆
可
決

五
、
一
二
　
参
可
決

要
旨　

本
案
は
、
千
九
百
七
十
八
年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び

に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
の
発
効
に
備
え
て
、
船
舶
局
の

無
線
設
備
の
操
作
を
行
う
者
の
要
件
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
定
め

る
と
と
も
に
、
相
互
主
義
を
前
提
と
し
て
外
国
公
館
の
無
線
局
に
免

許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
行
政
事
務
の
簡
素

合
理
化
等
の
た
め
特
定
の
無
線
局
の
免
許
を
要
し
な
い
こ
と
等
の
措

置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
郵
政
省
令
で
定
め
る
一
定
の
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
操
作
に
つ

　
い
て
は
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
を
受
け
て
い
る
無
線
従
事
者

　
で
な
け
れ
ば
行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
は
、
当
該
証
明
を
受
け
た
者
が
引
続

　
き
五
年
間
一
定
の
無
線
局
の
業
務
に
従
事
し
な
か
つ
た
と
き
等
の

　
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三
、
外
国
の
大
使
館
、
公
使
館
又
は
領
事
館
の
無
線
局
で
あ
つ
て
、

　
特
定
の
固
定
地
点
間
の
通
信
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
相
互
主

　
義
を
前
提
と
し
て
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ



と
。

四
、
市
民
ラ
ジ
オ
の
無
線
局
の
開
設
に
つ
い
て
は
、
技
術
基
準
適
合

性
を
確
保
し
た
上
で
郵
政
大
臣
の
免
許
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
。

委
員
長
報
告

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件

（
閣
承
認
第
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、
　
二
、
一
〇
　
内
閣
提
出

三
、
二
六
　
衆
承
認

三
、
三
一
　
参
承
認

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
承
認
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
件
は
、
日
本
放
送
協
会
の
昭
和
五
十
七
年
度
収
支
予
算
、
事
業

計
画
及
び
資
金
計
画
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ま
ず
、
収
支
予
算
に
つ
き
ま
し

て
は
、
事
業
収
支
は
収
入
、
支
出
と
も
二
千
八
百
七
十
二
億
三
千
万

円
で
収
支
の
均
衡
を
保
っ
て
お
り
ま
す
が
、
資
本
収
支
に
お
い
て
債

務
償
還
に
必
要
な
資
金
の
不
足
額
を
補
て
ん
す
る
た
め
、
昭
和
五
十

五
年
度
及
び
昭
和
五
十
六
年
度
か
ら
の
繰
越
金
百
十
一
億
四
千
万
円

の
う
ち
、
七
十
六
億
二
千
万
円
を
資
本
収
入
に
繰
り
入
れ
、
全
体
の

収
支
の
均
衡
を
図
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
事
業
計
画
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
重
点
を
ラ
ジ
オ
・
テ

レ
ビ
放
送
網
の
拡
充
、
視
聴
者
の
意
向
に
応
じ
た
放
送
番
組
の
編
成
、

広
報
・
営
業
活
動
の
積
極
化
等
に
置
い
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
件
に
は
「
お
お
む
ね
適
当
と
認
め
る
」
旨
の
郵
政
大
臣

の
意
見
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
経
営
委
員
会
の
機
能
強
化
問
題
を
初

め
国
際
放
送
の
拡
充
強
化
、
長
期
経
営
構
想
の
早
期
具
体
化
、
多
重

放
送
・
放
送
衛
星
等
新
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
方
策
、
賃
金
、
労
働
条
件

の
改
善
、
今
後
の
財
政
見
通
し
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
件
は
全
会
一
致

を
も
っ
て
承
認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。



　
な
お
、
本
件
に
対
し
、
大
森
昭
理
事
よ
り
、
放
送
の
不
偏
不
党
を

堅
持
し
、
放
送
に
よ
る
表
現
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
な
ど
六
項
目

か
ら
成
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
こ
れ
を

本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
四
年
度
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説
明
書

九
十
四
回
国
会
　
五
六
、
　
三
、
一
六
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
了

九
十
五
回
国
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
了

九
十
六
回
国
会
　
五
七
、
　
五
、
一
四
　
議
決

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
四
年
度

財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る

説
明
書
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結

果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
件
は
、
日
本
放
送
協
会
の
昭
和
五
十
四
年
度
決
算
に
係
る
も
の

で
あ
り
ま
し
て
、
放
送
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
会
計
検
査
院
の

検
査
を
経
て
内
閣
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
同
協
会
の
五
十
四
年
度
末
に
お

け
る
財
産
状
況
は
、
資
産
総
額
一
千
八
百
八
十
三
億
九
千
百
万
円
、

負
債
総
額
八
百
三
十
八
億
一
千
四
百
万
円
、
資
本
総
額
一
千
四
十
五

億
七
千
七
百
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
当
年
度
中
の
損
益
は
、
経
常
事
業
収
入
二
千
百
九
十
一
億

七
百
万
円
に
対
し
、
経
常
事
業
支
出
二
千
二
百
九
十
六
億
六
千
四
百

万
円
で
あ
り
、
差
し
引
き
経
常
事
業
収
支
は
百
五
億
五
千
七
百
万
円

の
欠
損
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
固
定
資
産
売
却
損
益
等
の
特
別
収

支
を
含
め
た
事
業
収
支
は
百
十
三
億
四
百
万
円
の
欠
損
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
欠
損
金
は
資
本
収
支
の
差
金
を
も
っ
て
補
て
ん
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

　
本
件
に
は
、
会
計
検
査
院
の
「
記
述
す
べ
き
意
見
は
な
い
」
旨
の

検
査
結
果
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
収
支
予
算
等
が
適
正
か
つ
効
率
的
に

執
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
初
め
、
経
営
内
容
の
公
開
、
放
送
衛
星
の

活
用
と
受
信
者
負
担
の
軽
減
、
公
共
放
送
と
し
て
の
番
組
編
集
の
あ

り
方
、
視
聴
者
意
向
の
吸
収
反
映
、
協
会
財
政
の
展
望
な
ど
の
諸
問



題
に
つ
い
て
政
府
、
会
計
検
査
院
並
び
に
協
会
当
局
に
質
疑
を
行
い
、

慎
重
審
議
の
結
果
、
本
件
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
こ
れ
を
是
認
す
べ

き
も
の
と
議
決
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
建
設
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
六
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

2
１

　

琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

五
七
、
二
、
九

　
五
七
、
三
、
二
六

受
　
　
　
領

五
七
、
三
、
一

　
　
（
予
）

五
七
、
三
、
三
〇

可
　
　
決

五
七
、
三
、
三
一

可
　
　
決

五
七
、
二
、
九

五
七
、
三
、
二
四

可
　
　
決

五
七
、
三
、
二
六

可
　
　
決

　
3
3

農
地
所
有
者
等
賃
貸
住
宅
建
設
融
資
利
子
補

給
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
一
〇
　
　
　
　
三
、
二
六

受
　
　
　
領

三
、
二
六

（
予
）

　
　
　
三
、
三
〇

可
　
　
決

　
　
三
、
三
一

可
　
　
決

二
、
一
〇

　
　
　
三
、
二
三

可
　
　
決

　
　
　
三
、
二
六

可
　
　
決

3
4

特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課

税
の
適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
一
〇　
　 　

　
　
　
三
、
二
六

受
　
　
　
領

三
、
二
六

（
予
）

　
　
　
三
、
三
〇

可
　
　
決

　
　
　
三
、
三
一

可
　
　
決

三
、
一
二

　
　
三
、
二
三

可
　
　
決

　
　
三
、
二
六

可
　
　
決

3
5

住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
北
海
道
防
寒
住
宅
建

設
等
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
一
〇

　
　
　
　
四
、
一
三

受
　
　
　
領

四
、
一
四

　
　
四
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
四
、
二
三

可
　
　
決

三
、
一
二
　
　
四
、
九

可
　
　
決

　
　
　
四
、
一
三

可
　
　
決

　
　
五
七
、
四
、
一
四

本
会
議
で
趣

旨
説
明
聴
取

4
７

　

治
山
治
水
緊
急
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

先
議

二
、
二
〇

　
　
　
　
四
、
二
八

送
　
　
　
付

二
、
二
〇

　
　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

二
、
二
〇

（
予
）

　
　
　
五
、
一
四

可
　
　
決

　
　
六
、
一
五

可
　
　
決

5
７

　

土
地
区
画
整
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

三
、
一
二

　
　
　
　
四
、
二
三

受
　
　
　
領

四
、
二
三

（
予
）

　
　
五
、
一
三

可
　
　
決

　
　
　
五
、
一
四

可
　
　
決

三
、
一
二

　
　
四
、
二
一

可
　
　
決

　
　
四
、
二
三

可
　
　
決




